
参考資料 2 

○堺市公園条例施行規則 

平成元年６月３０日 

規則第３８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、堺市公園条例（昭和３５年条例第１８号。以下「条例」という。）第

３８条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。 

（平２３規則４３・令２規則７０・一改） 

（公園の使用許可等の手続） 

第２条 条例第５条第２項の規則で定める申請書は、公園使用許可申請書（様式第１号（甲））

とする。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするとき、又は許

可事項の変更を承認しようとするときは、申請者に公園使用許可書（様式第１号（乙））

を交付するものとする。 

（平３０規則４４・一改） 

（公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の手続） 

第３条 条例第９条第１項又は第２項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各

号に定めるとおりとする。 

(1) 公園施設を設けようとするとき。 公園施設設置許可申請書（様式第２号（甲）） 

(2) 公園施設を管理しようとするとき。 公園施設管理許可申請書（様式第３号（甲）） 

(3) 公園を占用しようとするとき。 公園占用許可申請書（様式第４号（甲）） 

(4) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。 公園許可変更承認申請書（様式第５号

（甲）） 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第９条第３項に規定するもののほか、当該

各号に定める書類を前項の申請書に添付しなければならない。 

(1) 公園施設を設けようとするとき。 工事計画書 

(2) 売店等の経営のため公園施設を管理しようとするとき。 営業の経歴を証する書類 

(3) 公園を占用しようとするとき。 占用物件の位置図及び設計図 

(4) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。 変更の理由を証する書類 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするときは、申

請者に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める許可書又は承認書を交付する

ものとする。 
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(1) 公園施設を設けようとするとき。 公園施設設置許可書（様式第２号（乙）） 

(2) 公園施設を管理しようとするとき。 公園施設管理許可書（様式第３号（乙）） 

(3) 公園を占用しようとするとき。 公園占用許可書（様式第４号（乙）） 

(4) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。 公園許可変更承認書（様式第５号（乙）） 

（平３０規則４４・一改） 

（許可の更新の手続） 

第４条 前条第３項の規定による許可を受けた者（以下「使用者等」という。）は、許可の

期間が満了した後も引き続き当該許可を受けようとするときは、許可の期間が満了する日

の３０日前までに、改めて同条第１項の申請書を市長に提出しなければならない。この場

合においては、同条第２項各号に掲げる添付書類は、省略することができる。 

（平３０規則４４・一改） 

（保証金の額等） 

第５条 条例第１２条第４項の保証金の額は、当該使用料又は占用料の額の３か月分に相当

する金額とする。 

２ 市長は、保証金の額を定めたときは、所定の納付書を使用者等に交付する。 

３ 使用者等は、前項の納付書の交付を受けたときは、交付を受けた日から１０日以内に、

保証金を納付しなければならない。 

４ 保証金には、利子を付けない。 

（平１８規則７８・一改） 

（保証人の資格等） 

第６条 条例第１２条第４項の保証人の資格は、引き続き１年以上本市の区域内に住所又は

主たる事務所を有する者で、市長が適当と認めるものとする。 

２ 使用者等は、市長が保証人を不適当であると認めたとき、又は保証人が前項に定める資

格を失ったときは、改めて保証人を立てなければならない。 

３ 保証人は、使用者等と連帯して、公園の使用又は占用に関して一切の責めを負わなけれ

ばならない。 

（平９規則１７・一改） 

（委員の構成） 

第６条の２ 条例第１４条の２第４項の市長が適当と認める者は、地域住民の代表者その他

の市長が特に適当と認める者とする。 

（平３０規則４４・追加、令２規則７０・令３規則１１１・一改） 
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（委員長） 

第６条の３ 委員会（条例第１４条の２第１項に規定する委員会をいう。以下同じ。）に委

員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。 

（平３０規則４４・追加、令２規則７０・一改） 

（会議） 

第６条の４ 委員会の会議（以下単に「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、

委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員（議長を除く。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

（平３０規則４４・追加） 

（会議の特例） 

第６条の５ 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他

やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その賛否を

問うことにより、会議に代えることができる。 

（令２規則７０・追加、令４規則６９・一改） 

（関係者の出席） 

第６条の６ 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、そ

の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（平３０規則４４・追加、令２規則７０・旧第６条の５繰下） 

（会議の非公開） 

第６条の７ 会議は、非公開とする。 

（平３０規則４４・追加、令２規則７０・旧第６条の６繰下） 

（会議録） 

第６条の８ 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 会議に出席した委員の氏名 

(3) 議事の内容 
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(4) 前３号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項 

（平３０規則４４・追加、令２規則７０・旧第６条の７繰下） 

（守秘義務） 

第６条の９ 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

２ 第６条の６の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしては

ならない。 

（平３０規則４４・追加、令２規則７０・一改・旧第６条の８繰下） 

（庶務） 

第６条の１０ 委員会の庶務は、公園監理課において行う。 

（平３０規則４４・追加、令２規則７０・旧第６条の９繰下） 

（委員会の運営） 

第６条の１１ この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

（平３０規則４４・追加、令２規則７０・旧第６条の１０繰下） 

（有料施設の使用時間及び休日等） 

第７条 条例第１５条の有料施設の使用時間及び休日その他管理上必要な事項は、別表第１

のとおりとする。 

２ 市長は、時季により特に必要があると認めたときは、別表第１に規定する有料施設の使

用時間及び休日等を変更することができる。 

（平３０規則４４・一改） 

（有料施設の使用許可の手続） 

第８条 条例第１６条第１項の規則で定める申請書は、有料施設使用許可申請書（様式第６

号（甲））とする。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするときは、申請

者に有料施設使用許可書（様式第６号（乙））を交付するものとする。 

３ 次の各号に掲げる有料施設の使用（団体使用を除く。）については、前２項の規定にか

かわらず、使用の際、当該各号に定める使用券等を求めなければならない。この場合にお

いては、使用券等の交付をもって、許可書の交付に代えるものとする。 

(1) 体育館 体育館使用券（様式第７号（甲）） 

(2) 陸上競技場 陸上競技場使用券（様式第７号（乙）） 
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(3) スケートボードパーク スケートボードパーク使用券（様式第７号（丙）） 

(4) プール プール入場券（様式第７号（丁）） 

(5) 日本庭園 日本庭園入園券（様式第７号（戊））又は日本庭園年間入園券（様式第７

号（己）） 

(6) 屋内施設 屋内施設使用券（様式第７号（庚）） 

４ 第１項の申請書による申請は、次のとおり受け付けるものとする。ただし、堺市スポー

ツ施設情報システム（体育、スポーツ又はレクリエーションに関する施設の利用関係の調

整等管理運営に係る事務について電子計算機を利用して処理する体系をいう。以下同じ。）

を利用して受け付けるときその他市長が特に必要があると認める場合については、この限

りでない。 

(1) 体育館 使用しようとする日の３か月前の日の属する月の１６日から 

(2) 野球場 使用しようとする日の１か月前の日（原池公園野球場にあっては、使用しよ

うとする日の２か月前の日）の属する月の１６日から 

(3) テニスコート 使用しようとする日の前日から 

(4) 日本庭園和室 使用しようとする日の２か月前の日の属する月の初日から 

(5) 多目的スペース及び屋内施設のスタジオ 使用しようとする日の１か月前の日の属

する月の初日から 

(6) 前各号に掲げる施設以外の有料施設 使用しようとする日の３か月前の日の属する

月の初日から 

５ 堺市スポーツ施設情報システムを利用して有料施設を使用しようとするときは、条例第

１６条第１項ただし書の規定により第１項の申請書の提出を省略することができる。 

６ 条例第１６条第２項の規定に基づき有料施設をその目的以外の用途に使用しようとす

る者は、有料施設使用許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しな

ければならない。 

７ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、許可をしようとするときは、申請

者に有料施設使用許可書を交付するものとする。 

（平８規則６６・平９規則１７・平１０規則３５・平２２規則３５・平２３規則１

００・平２３規則１０２・平２４規則８８・平３０規則４４・令元規則５４・令２

規則７０・一改） 

（有料施設の使用の許可に係る使用時間） 

第９条 有料施設の使用の許可に係る使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、そ
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の準備及び後片付けに要する時間を含めたものとする。 

（平２２規則３５・追加） 

（有料施設の使用許可書の提示義務） 

第１０条 有料施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、その使用中、

第８条第２項又は第７項の規定により交付された使用許可書又は同条第３項の規定によ

り交付された使用券等を携帯し、いつでもこれを提示しなければならない。 

（平２２規則３５・追加） 

（有料施設の使用者の遵守事項） 

第１１条 有料施設の使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければなら

ない。 

(1) 使用しようとする日までに使用の許可を受けた施設を使用しなくなったときは、速や

かに届け出ること。 

(2) 収容人員が使用する施設の定員を超えないこと。 

(3) 所定の場所以外で火気の使用（喫煙を含む。）をしないこと。 

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売等をしないこと。 

(5) 許可を受けないで施設内に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。 

(6) 許可を受けていない施設、附属設備その他器具備品等を使用しないこと。 

(7) 許可を受けないで附属設備その他器具備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。 

(8) 使用者の使用目的に応じて入場した者に対して次条各号に規定する事項を遵守させ

ること。 

(9) 施設、附属設備等の準備又は後片付けを行うときは、全て係員の指示に従うこと。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（平２２規則３５・追加、平２４規則８８・平２８規則１０３・令元規則６０・一

改） 

（有料施設の入場者の遵守事項） 

第１２条 有料施設の入場者は、次の事項を遵守しなければならない。 

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気の使用（喫煙を含む。）をしないこと。 

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。 

(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。 

(4) 施設内を不潔にしないこと。 

(5) 使用する施設及び目的に適した服装、履物等を着用すること。 
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(6) 前各号に掲げるもののほか、係員から指示されたこと。 

（平２２規則３５・追加、令元規則６０・一改） 

（有料施設等の使用料） 

第１３条 条例第１８条に規定する有料施設等の使用料は、別表第２から別表第１３までに

定めるとおりとする。 

２ 次の各号に掲げるときは、条例第１９条ただし書の規定により使用料を後納させること

ができる。 

(1) 堺市スポーツ施設情報システムを利用して有料施設を使用するとき。 

(2) 市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。 

３ 条例第１９条の２第２項第４号の市長が定める自動車は、次のとおりとする。 

(1) 国又は地方公共団体の機関が駐車場の施設その他の公共施設を調査研究するため使

用する自動車 

(2) 公園施設の管理業務に係る自動車 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める自動車 

（平８規則６６・平９規則１７・平１０規則３５・一改、平２２規則３５・旧第９

条繰下、平２３規則１０２・令２規則７０・一改） 

（使用料等の減免等） 

第１４条 条例第２１条の２の規定に基づき使用料等を減額し、又は免除することができる

場合及び減免額は、次のとおりとする。 

(1) 本市又は条例第２５条の規定により公園等を管理する指定管理者が主催する行事又

は事業のために使用するとき。 全額 

(2) 市長が特に認めるとき。 別に市長が定める額 

２ 条例第２１条の２の規定に基づき使用料等の減額又は免除を受けようとする者は、使用

料等減免申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認

める場合は、この限りでない。 

３ 堺市スポーツ施設情報システムにより使用許可を受けている場合において、次条第１項

第３号から第６号までに掲げる場合に該当するときは、使用料その他取消しに要する費用

は徴収しない。 

（平９規則１７・全改、平１０規則３５・平１３規則６５・平１７規則１２２・一

改、平２２規則３５・旧第１０条一改・繰下、平３０規則４４・一改） 

（使用料等の還付） 
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第１５条 条例第２２条ただし書の規定により使用料等を還付することができる場合及び

その額は、次のとおりとする。 

(1) 天災地変その他使用者又は占用者の責めに帰することのできない理由により使用又

は占用ができなくなったとき。 使用又は占用ができなくなった日以後の残余期間相当

額 

(2) 占用者が、許可期間中に条例第１４条の規定に基づき公園占用の廃止を届け出たとき。 

占用の廃止した日以後の残余期間相当額 

(3) 野球場、多目的スペース又は屋内施設のスタジオについて使用の許可を受けた者が使

用しようとする日前７日までに許可の取消しを受けたとき。 全額 

(4) テニスコートについて使用の許可を受けた者が使用しようとする日前３日までに許

可の取消しを受けたとき。 全額 

(5) 日本庭園和室について使用の許可を受けた者が使用しようとする日前３０日までに

許可の取消しを受けたとき。 全額 

(6) 前３号に掲げる以外の有料施設について使用の許可を受けた者が使用しようとする

日前１４日までに許可の取消しを受けたとき。 全額 

２ 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者にあっては堺市公園使用料還付申

請書（様式第９号）を、占用料の還付を受けようとする者にあっては堺市公園占用料還付

申請書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

（平１０規則３５・追加、平２２規則３５・旧第１１条一改・繰下、平２３規則１

００・平３０規則４４・令２規則７０・一改） 

（申請が競合するときの取扱い等） 

第１６条 市長は、使用又は占用の許可の申請が競合するときは、申請を受理した順序によ

り取り扱うものとする。ただし、市長において、これにより難いと認めるときは、別に定

める手続に従い決定する。 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、申請の期間を限定することができる。 

（平９規則１７・一改、平１０規則３５・旧第１１条繰下、平２２規則３５・旧第

１２条繰下） 

（申請の優先取扱い） 

第１７条 前条の規定にかかわらず、市長は、許可の期間の満了に際し、当該使用者又は占

用者から引き続き当該使用又は占用の許可の申請があった場合において、当該使用者又は

占用者に引き続き使用させ、又は占用させることが適当であると認めるときは、当該申請
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を優先して取り扱うことができる。 

（平１０規則３５・旧第１２条繰下、平２２規則３５・旧第１３条繰下） 

（名義等の変更の届出） 

第１８条 使用者又は占用者は、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称等を変更したと

きは、遅滞なく名義等変更届（様式第１１号）に当該事実を証する書類を添付して、市長

に提出しなければならない。 

（平１０規則３５・旧第１３条一改・繰下、平２２規則３５・旧第１４条繰下、平

２３規則４３・一改） 

（工作物等を保管した場合の公示及び返還手続） 

第１９条 条例第２４条の３第１号の規則で定める場所は、都市公園法（昭和３１年法律第

７９号）第２７条第３項の規定により除却し、又は除却させた工作物等が放置されていた

公園を管理する公園事務所の掲示板とする。 

２ 条例第２４条の３第２号の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿（様式第１２号）

とし、同号の規則で定める場所は前項に規定する公園事務所内とする。 

３ 条例第２４条の６の規則で定める様式は、工作物返還受領書（様式第１３号）とする。 

（平１８規則７８・追加、平２２規則３５・旧第１５条一改・繰下、平２３規則４

３・平３０規則４４・一改） 

（公園施設等の破損の届出） 

第２０条 使用者又は占用者は、公園施設等を破損し、又は滅失したときは、直ちに破損（滅

失）届（様式第１４号）を市長に提出し、その指示を受けなければならない。 

（平１０規則３５・旧第１４条一改・繰下、平１８規則７８・旧第１５条一改・繰

下、平２２規則３５・旧第１６条一改・繰下） 

（指定管理者の指定手続） 

第２１条 条例第２７条第２項の申請書は、堺市公園等指定管理者指定申請書（様式第１５

号）とする。 

２ 条例第２７条第２項の市長が定める書類は、次のとおりとする。 

(1) 定款、寄附行為又はこれらに類する書類 

(2) 法人の登記簿に記録されている事項の全部を証明する書類 

(3) 役員名簿 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

（平１７規則１２２・追加、平１８規則７８・旧第１６条一改・繰下、平２２規則
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３５・旧第１７条一改・繰下、平３０規則４４・一改） 

（委任） 

第２２条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。 

（平１０規則３５・旧第１５条繰下、平１７規則１２２・旧第１６条繰下、平１８

規則７８・旧第１７条繰下、平２２規則３５・旧第１８条繰下） 

附 則 抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成元年７月１日から施行する。ただし、別表第１（金岡公園体育館及び

金岡公園陸上競技場に係る部分に限る。）、別表第２及び別表第３の規定は、平成元年１

１月１日から施行する。 

（堺市公園条例施行規則の廃止） 

２ 堺市公園条例施行規則（昭和３５年規則第１３号。以下「旧規則」という。）は、廃止

する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則

の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

４ この規則の施行の際、現に旧規則の規定により使用又は占用の許可を受けている者に係

る使用料又は占用料については、別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ この規則の施行の際、旧規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されてい

る帳票については、当分の間、この規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用

できるものとする。 

（会議の招集の特例） 

６ 条例第１４条の２第２項の規定により組織する委員会の最初に行われる会議の招集は、

第６条の４第１項の規定にかかわらず、市長が行う。 

（令２規則７０・追加） 

附 則（平成２年８月２８日規則第３３号） 

この規則は、平成２年９月１日から施行する。 

附 則（平成３年３月２６日規則第５号） 

この規則は、平成３年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年６月２４日規則第３２号） 

この規則は、平成３年７月１日から施行する。 
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附 則（平成４年２月２１日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に使用許可を受けている者に係る使用料については、改正後の別

表第４から別表第６までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附 則（平成５年２月２２日規則第３号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年４月１日規則第６６号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月２１日規則第１７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

（施行前における許可等） 

２ 前項に定める日以後の家原大池体育館の使用に係る申請については、この規則の施行前

においても、これを受理し、その使用を許可し、及びこれに係る使用料を徴収し、又は減

額し、若しくは免除することを妨げない。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成

され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市公園条例施行規則の

様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができる。 

附 則（平成１０年３月３１日規則第３５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の使用料（プール使用料を除く。）については、平成１０年１０

月１日の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前

の例による。 

附 則（平成１１年３月２５日規則第２１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 



12/74 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づき作成

され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市公園条例施行規則の

様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。 

附 則（平成１３年１１月２２日規則第６５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年３月３１日規則第４９号） 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年６月２８日規則第１２２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３１日規則第７８号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年８月３１日規則第１３４号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、別表第２の１の項の改正規定（家

原大池体育館に係る部分に限る。）は、平成１８年９月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第４８号）抄 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３１日規則第３５号） 

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（／平成２２年６月１８日規則第８９号／平成２３年３月３０日規則第４３号

／） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年９月１５日規則第８５号） 

この規則は、平成２３年９月２０日から施行する。 

附 則（平成２３年１１月２４日規則第１００号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の堺市公園条例施行規則第１５条第１項第５号の規定は、平

成２４年４月１日以後の使用に係る使用の許可の取消しについて適用し、同日前の使用に

係る使用の許可の取消しについては、なお従前の例による。 
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附 則（平成２３年１１月２９日規則第１０２号） 

この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２４年６月２９日規則第８８号） 

この規則は、平成２４年７月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２８日規則第９２号） 

（施行期日） 

１ この規則中、第１条の規定は平成２５年４月１日から、第２条の規定は平成２６年４月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、第１条による改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定

により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第１条

による改正後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用す

ることができる。 

附 則（平成２６年３月２０日規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の各規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料

等から適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年１１月９日規則第９５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年１２月２１日規則第１０３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年１月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の堺市公園条例施行規則別表第２から別表第６まで及び別

表第８から別表第１０までの規定、第２条の規定による改正後の堺市立体育館条例施行規

則別表第１の規定、第３条の規定による改正後の堺市美原B＆G海洋センター条例施行規則

別表の規定並びに第４条の規定による改正後の堺市立美原総合スポーツセンター条例施

行規則別表第２の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料から適用し、同日

前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 
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附 則（平成３０年３月３０日規則第４４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第６条の次に９条を加える改正規定は、

平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規

定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改

正後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用すること

ができる。 

附 則（平成３０年７月２０日規則第６８号） 

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月２８日規則第５４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日（次項において「施行日」という。）から施行する。た

だし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備行為） 

２ 施行日以後の使用に係る使用の許可並びに使用料の徴収、還付又は減免及び指定管理者

の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行日前においても、この

規則による改正後の堺市公園条例施行規則の規定の例により行うことができる。 

附 則（令和元年９月６日規則第６０号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金

等（この規則の公布の日前になされた申請に係るものを除く。）について適用し、同日前

の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規

定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正

後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することがで

きる。 
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附 則（令和２年８月２８日規則第７０号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年９月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の第６条の２及び第６条の３第１項の規定は、施行日以後に設置

する堺市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会（以下「委員会」という。）について

適用し、施行日前に設置した委員会については、なお従前の例による。 

附 則（令和２年１０月３０日規則第１１３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成さ

れ、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様

式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。 

附 則（令和３年１２月３日規則第１１１号） 

この規則は、令和４年１月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月３０日規則第６９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市公園条例施行規則の様式に関する規

定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正

後の堺市公園条例施行規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することがで

きる。 

別表第１（第７条関係） 

（平２３規則１０２・全改、平２８規則１０３・平３０規則４４・令元規則５４・

令元規則６０・令２規則７０・令４規則６９・一改） 

名称 使用時間 休日 その他 

金岡公園体育館 

家原大池体育館 

原池公園体育館 

午前９時から 

午後９時まで 

１２月２９日から

翌年の１月４日ま

での日 

冷暖房の実施期間は、次のと

おりとする。 

(1) 冷房期間５月１５日か
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ら１０月１５日まで 

(2) 暖房期間１２月１日か

ら翌年の３月２０日まで 

金岡公園陸上競技場 午前９時から 

午後５時まで 

使用時間については、第７条

第２項の規定により、午後７

時までの範囲で延長するこ

とができる。 

大浜公園野球場 

金岡公園野球場 

三宝公園野球場 

浅香山公園野球場 

白鷺公園野球場 

午前９時から 

午後５時まで 

使用時間については、第７条

第２項の規定により、午前７

時から午後７時までの範囲

で延長することができる。 

原池公園野球場 午前９時から午

後９時まで 

 

原池公園スケートボード

パーク 

午前９時から午

後９時まで 

 

金岡公園テニスコート 

土居川公園テニスコート 

大浜公園テニスコート 

午前８時から 

午後９時（土居川

公園テニスコー

卜については午

後７時）まで 

 

大浜公園プール 

金岡公園プール 

原山公園プール（屋内施

設のプールを除く。以下

同じ。） 

午前９時３０分

から 

午後６時まで 

 開場期間は、７月１日から８

月３１日までとする。 

大浜公園相撲場 午前９時から 

午後９時まで 

１２月２９日から

翌年の１月４日ま

での日 

 

大仙公園日本庭園（日本

庭園和室を含む。） 

午前９時３０分

から 

(1) 月曜日（月曜

日が国民の祝日

入場は、午後４時３０分まで

とする。 
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午後５時まで に関する法律

（昭和２３年法

律第１７８号。

以下「祝日法」

という。）に規

定する休日に当

たるときは、火

曜日） 

(2) 祝日法に規

定する休日の翌

日（土曜日及び

日曜日を除く。） 

(3) １２月２８

日から翌年の１

月４日までの日 

原山公園多目的スペース 午前９時から午

後５時まで 

１２月２９日から

翌年の１月４日ま

での日 

 

原山公園屋

内施設 

プール 

トレーニン

グ室 

スタジオ 

午前９時から午

後９時まで 

毎週木曜日及び１

２月２９日から翌

年の１月４日まで

の日 

 

原山公園駐車場 午前８時３０分

から午後９時３

０分まで 

  

備考 条例別表第４各項の備考の規則で定めた開館時間は、この表に定める使用時間とす

る。 

別表第２（第１３条関係） 

（平２６規則８・全改、平２８規則９５・平２８規則１０３・平３０規則４４・令

元規則６０・令４規則６９・一改） 

１ 体育館専用（団体）使用料 



18/74 

（単位 円） 

種

別 

区分 午前 午後

１ 

午後

２ 

夜間 昼間

１ 

昼間

２ 

午後 昼夜

間１ 

昼夜

間２ 

全日 

９：０

０～

１

２：０

０ 

１

３：０

０～

１

５：０

０ 

１

５：０

０～

１

７：０

０ 

１

７：３

０～

２

１：０

０ 

９：０

０～

１

５：０

０ 

９：０

０～

１

７：０

０ 

１

３：０

０～

１

７：０

０ 

１

３：０

０～

２

１：０

０ 

１

５：０

０～

２

１：０

０ 

９：０

０～２

１：０

０ 

金

岡

公

園

体

育

館 

大

体

育

室 

全面 平日 一般 ９，４

２０ 

７，５

４０ 

７，５

４０ 

１６，

９６

０ 

１６，

９６

０ 

２４，

５０

０ 

１５，

０８

０ 

３２，

０４

０ 

２４，

５０

０ 

４１，

４６０ 

生徒

等 

４，７

１０ 

３，７

７０ 

３，７

７０ 

８，４

８０ 

８，４

８０ 

１２，

２５

０ 

７，５

４０ 

１６，

０２

０ 

１２，

２５

０ 

２０，

７３０ 

休日等 一般 １１，

３０

０ 

９，０

４０ 

９，０

４０ 

２０，

３５

０ 

２０，

３４

０ 

２９，

３８

０ 

１８，

０８

０ 

３８，

４３

０ 

２９，

３９

０ 

４９，

７３０ 

生徒

等 

５，６

５０ 

４，５

２０ 

４，５

２０ 

１０，

１７

０ 

１０，

１７

０ 

１４，

６９

０ 

９，０

４０ 

１９，

２１

０ 

１４，

６９

０ 

２４，

８６０ 

２／

３面 

平日 一般 ６，２

７０ 

５，０

３０ 

５，０

３０ 

１１，

３０

０ 

１１，

３０

０ 

１６，

３３

０ 

１０，

０６

０ 

２１，

３６

０ 

１６，

３３

０ 

２７，

６３０ 

生徒

等 

３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

休日等 一般 ７，５

２０ 

６，０

３０ 

６，０

３０ 

１３，

５６

０ 

１３，

５５

０ 

１９，

５８

０ 

１２，

０６

０ 

２５，

６２

０ 

１９，

５９

０ 

３３，

１４０ 

生徒 ３，７３，０３，０６，７６，７９，７６，０１２，９，７１６，
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等 ６０ １０ １０ ８０ ７０ ８０ ２０ ８０

０ 

９０ ５６０ 

１／

２面 

平日 一般 ４，７

００ 

３，７

６０ 

３，７

６０ 

８，４

８０ 

８，４

６０ 

１２，

２２

０ 

７，５

２０ 

１６，

００

０ 

１２，

２４

０ 

２０，

７００ 

生徒

等 

２，３

５０ 

１，８

８０ 

１，８

８０ 

４，２

４０ 

４，２

３０ 

６，１

１０ 

３，７

６０ 

８，０

００ 

６，１

２０ 

１０，

３５０ 

休日等 一般 ５，６

４０ 

４，５

１０ 

４，５

１０ 

１０，

１７

０ 

１０，

１５

０ 

１４，

６６

０ 

９，０

２０ 

１９，

１９

０ 

１４，

６８

０ 

２４，

８３０ 

生徒

等 

２，８

２０ 

２，２

５０ 

２，２

５０ 

５，０

８０ 

５，０

７０ 

７，３

２０ 

４，５

００ 

９，５

８０ 

７，３

３０ 

１２，

４００ 

１／

３面 

平日 一般 ３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

生徒

等 

１，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

休日等 一般 ３，７

５０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

６０ 

９，７

７０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５５０ 

生徒

等 

１，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

９０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

９０ 

４，８

９０ 

８，２

６０ 

小

体

育

室 

全面 平日 一般 ３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

生徒

等 

１，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

休日等 一般 ３，７

５０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

６０ 

９，７

７０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５５０ 

生徒 １，８１，５１，５３，３３，３４，８３，０６，３４，８８，２
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等 ７０ ００ ００ ９０ ７０ ７０ ００ ９０ ９０ ６０ 

１／

２面 

平日 一般 １，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

生徒

等 

７８

０ 

６２

０ 

６２

０ 

１，４

１０ 

１，４

００ 

２，０

２０ 

１，２

４０ 

２，６

５０ 

２，０

３０ 

３，４

３０ 

休日等 一般 １，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

８０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

８０ 

４，８

８０ 

８，２

５０ 

生徒

等 

９３

０ 

７５

０ 

７５

０ 

１，６

９０ 

１，６

８０ 

２，４

３０ 

１，５

００ 

３，１

９０ 

２，４

４０ 

４，１

２０ 

トレーニ

ング室 

平日 一般 １，２

５０ 

１，０

４０ 

１，０

４０ 

２，９

３０ 

２，２

９０ 

３，３

３０ 

２，０

８０ 

５，０

１０ 

３，９

７０ 

６，２

６０ 

生徒

等 

６２

０ 

５２

０ 

５２

０ 

１，４

６０ 

１，１

４０ 

１，６

６０ 

１，０

４０ 

２，５

００ 

１，９

８０ 

３，１

２０ 

休日等 一般 １，５

００ 

１，２

４０ 

１，２

４０ 

３，５

１０ 

２，７

４０ 

３，９

８０ 

２，４

８０ 

５，９

９０ 

４，７

５０ 

７，４

９０ 

生徒

等 

７５

０ 

６２

０ 

６２

０ 

１，７

５０ 

１，３

７０ 

１，９

９０ 

１，２

４０ 

２，９

９０ 

２，３

７０ 

３，７

４０ 

家

原

大

池

体

育

館 

大

ア

リ

ー

ナ 

全面 平日 一般 ９，４

２０ 

７，５

４０ 

７，５

４０ 

１６，

９６

０ 

１６，

９６

０ 

２４，

５０

０ 

１５，

０８

０ 

３２，

０４

０ 

２４，

５０

０ 

４１，

４６０ 

生徒

等 

４，７

１０ 

３，７

７０ 

３，７

７０ 

８，４

８０ 

８，４

８０ 

１２，

２５

０ 

７，５

４０ 

１６，

０２

０ 

１２，

２５

０ 

２０，

７３０ 

休日等 一般 １１，

３０

０ 

９，０

４０ 

９，０

４０ 

２０，

３５

０ 

２０，

３４

０ 

２９，

３８

０ 

１８，

０８

０ 

３８，

４３

０ 

２９，

３９

０ 

４９，

７３０ 

生徒

等 

５，６

５０ 

４，５

２０ 

４，５

２０ 

１０，

１７

０ 

１０，

１７

０ 

１４，

６９

０ 

９，０

４０ 

１９，

２１

０ 

１４，

６９

０ 

２４，

８６０ 

２／ 平日 一般 ６，２５，０５，０１１，１１，１６，１０，２１，１６，２７，
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３面 ７０ ３０ ３０ ３０

０ 

３０

０ 

３３

０ 

０６

０ 

３６

０ 

３３

０ 

６３０ 

生徒

等 

３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

休日等 一般 ７，５

２０ 

６，０

３０ 

６，０

３０ 

１３，

５６

０ 

１３，

５５

０ 

１９，

５８

０ 

１２，

０６

０ 

２５，

６２

０ 

１９，

５９

０ 

３３，

１４０ 

生徒

等 

３，７

６０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

７０ 

９，７

８０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５６０ 

１／

２面 

平日 一般 ４，７

００ 

３，７

６０ 

３，７

６０ 

８，４

８０ 

８，４

６０ 

１２，

２２

０ 

７，５

２０ 

１６，

００

０ 

１２，

２４

０ 

２０，

７００ 

生徒

等 

２，３

５０ 

１，８

８０ 

１，８

８０ 

４，２

４０ 

４，２

３０ 

６，１

１０ 

３，７

６０ 

８，０

００ 

６，１

２０ 

１０，

３５０ 

休日等 一般 ５，６

４０ 

４，５

１０ 

４，５

１０ 

１０，

１７

０ 

１０，

１５

０ 

１４，

６６

０ 

９，０

２０ 

１９，

１９

０ 

１４，

６８

０ 

２４，

８３０ 

生徒

等 

２，８

２０ 

２，２

５０ 

２，２

５０ 

５，０

８０ 

５，０

７０ 

７，３

２０ 

４，５

００ 

９，５

８０ 

７，３

３０ 

１２，

４００ 

１／

３面 

平日 一般 ３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

生徒

等 

１，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

休日等 一般 ３，７

５０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

６０ 

９，７

７０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５５０ 

生徒

等 

１，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

９０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

９０ 

４，８

９０ 

８，２

６０ 
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小

ア

リ

ー

ナ 

全面 平日 一般 ３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

生徒

等 

１，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

休日等 一般 ３，７

５０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

６０ 

９，７

７０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５５０ 

生徒

等 

１，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

９０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

９０ 

４，８

９０ 

８，２

６０ 

１／

２面 

平日 一般 １，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

生徒

等 

７８

０ 

６２

０ 

６２

０ 

１，４

１０ 

１，４

００ 

２，０

２０ 

１，２

４０ 

２，６

５０ 

２，０

３０ 

３，４

３０ 

休日等 一般 １，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

８０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

８０ 

４，８

８０ 

８，２

５０ 

生徒

等 

９３

０ 

７５

０ 

７５

０ 

１，６

９０ 

１，６

８０ 

２，４

３０ 

１，５

００ 

３，１

９０ 

２，４

４０ 

４，１

２０ 

研修室 平日 １，８

８０ 

１，５

６０ 

１，５

６０ 

３，７

７０ 

３，４

４０ 

５，０

００ 

３，１

２０ 

６，８

９０ 

５，３

３０ 

８，７

７０ 

休日等 ２，２

５０ 

１，８

７０ 

１，８

７０ 

４，５

２０ 

４，１

２０ 

５，９

９０ 

３，７

４０ 

８，２

６０ 

６，３

９０ 

１０，

５１０ 

トレーニ

ング室 

平日 一般 １，２

５０ 

１，０

４０ 

１，０

４０ 

２，９

３０ 

２，２

９０ 

３，３

３０ 

２，０

８０ 

５，０

１０ 

３，９

７０ 

６，２

６０ 

生徒

等 

６２

０ 

５２

０ 

５２

０ 

１，４

６０ 

１，１

４０ 

１，６

６０ 

１，０

４０ 

２，５

００ 

１，９

８０ 

３，１

２０ 

休日等 一般 １，５

００ 

１，２

４０ 

１，２

４０ 

３，５

１０ 

２，７

４０ 

３，９

８０ 

２，４

８０ 

５，９

９０ 

４，７

５０ 

７，４

９０ 

生徒

等 

７５

０ 

６２

０ 

６２

０ 

１，７

５０ 

１，３

７０ 

１，９

９０ 

１，２

４０ 

２，９

９０ 

２，３

７０ 

３，７

４０ 
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原

池

公

園

体

育

館 

大

ア

リ

ー

ナ 

全面 平日 一般 ９，４

２０ 

７，５

４０ 

７，５

４０ 

１６，

９６

０ 

１６，

９６

０ 

２４，

５０

０ 

１５，

０８

０ 

３２，

０４

０ 

２４，

５０

０ 

４１，

４６０ 

生徒

等 

４，７

１０ 

３，７

７０ 

３，７

７０ 

８，４

８０ 

８，４

８０ 

１２，

２５

０ 

７，５

４０ 

１６，

０２

０ 

１２，

２５

０ 

２０，

７３０ 

休日等 一般 １１，

３０

０ 

９，０

４０ 

９，０

４０ 

２０，

３５

０ 

２０，

３４

０ 

２９，

３８

０ 

１８，

０８

０ 

３８，

４３

０ 

２９，

３９

０ 

４９，

７３０ 

生徒

等 

５，６

５０ 

４，５

２０ 

４，５

２０ 

１０，

１７

０ 

１０，

１７

０ 

１４，

６９

０ 

９，０

４０ 

１９，

２１

０ 

１４，

６９

０ 

２４，

８６０ 

２／

３面 

平日 一般 ６，２

７０ 

５，０

３０ 

５，０

３０ 

１１，

３０

０ 

１１，

３０

０ 

１６，

３３

０ 

１０，

０６

０ 

２１，

３６

０ 

１６，

３３

０ 

２７，

６３０ 

生徒

等 

３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

休日等 一般 ７，５

２０ 

６，０

３０ 

６，０

３０ 

１３，

５６

０ 

１３，

５５

０ 

１９，

５８

０ 

１２，

０６

０ 

２５，

６２

０ 

１９，

５９

０ 

３３，

１４０ 

生徒

等 

３，７

６０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

７０ 

９，７

８０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５６０ 

１／

２面 

平日 一般 ４，７

００ 

３，７

６０ 

３，７

６０ 

８，４

８０ 

８，４

６０ 

１２，

２２

０ 

７，５

２０ 

１６，

００

０ 

１２，

２４

０ 

２０，

７００ 

生徒

等 

２，３

５０ 

１，８

８０ 

１，８

８０ 

４，２

４０ 

４，２

３０ 

６，１

１０ 

３，７

６０ 

８，０

００ 

６，１

２０ 

１０，

３５０ 

休日等 一般 ５，６

４０ 

４，５

１０ 

４，５

１０ 

１０，

１７

１０，

１５

１４，

６６

９，０

２０ 

１９，

１９

１４，

６８

２４，

８３０ 
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０ ０ ０ ０ ０ 

生徒

等 

２，８

２０ 

２，２

５０ 

２，２

５０ 

５，０

８０ 

５，０

７０ 

７，３

２０ 

４，５

００ 

９，５

８０ 

７，３

３０ 

１２，

４００ 

１／

３面 

平日 一般 ３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

生徒

等 

１，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

休日等 一般 ３，７

５０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

６０ 

９，７

７０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５５０ 

生徒

等 

１，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

９０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

９０ 

４，８

９０ 

８，２

６０ 

中

ア

リ

ー

ナ 

全面 平日 一般 ３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

生徒

等 

１，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

休日等 一般 ３，７

５０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

６０ 

９，７

７０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５５０ 

生徒

等 

１，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

９０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

９０ 

４，８

９０ 

８，２

６０ 

１／

２面 

平日 一般 １，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

生徒

等 

７８

０ 

６２

０ 

６２

０ 

１，４

１０ 

１，４

００ 

２，０

２０ 

１，２

４０ 

２，６

５０ 

２，０

３０ 

３，４

３０ 

休日等 一般 １，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

８０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

８０ 

４，８

８０ 

８，２

５０ 

生徒 ９３ ７５ ７５１，６１，６２，４１，５３，１２，４４，１
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等 ０ ０ ０ ９０ ８０ ３０ ００ ９０ ４０ ２０ 

小

ア

リ

ー

ナ 

全面 平日 一般 １，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

３０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

３０ 

４，０

８０ 

６，８

９０ 

生徒

等 

７８

０ 

６２

０ 

６２

０ 

１，４

１０ 

１，４

００ 

２，０

２０ 

１，２

４０ 

２，６

５０ 

２，０

３０ 

３，４

３０ 

休日等 一般 １，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

９０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

９０ 

４，８

９０ 

８，２

６０ 

生徒

等 

９３

０ 

７５

０ 

７５

０ 

１，６

９０ 

１，６

８０ 

２，４

３０ 

１，５

００ 

３，１

９０ 

２，４

４０ 

４，１

２０ 

多

目

的

室 

全面 平日 一般 ３，１

３０ 

２，５

１０ 

２，５

１０ 

５，６

５０ 

５，６

４０ 

８，１

５０ 

５，０

２０ 

１０，

６７

０ 

８，１

６０ 

１３，

８００ 

生徒

等 

１，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

休日等 一般 ３，７

５０ 

３，０

１０ 

３，０

１０ 

６，７

８０ 

６，７

６０ 

９，７

７０ 

６，０

２０ 

１２，

８０

０ 

９，７

９０ 

１６，

５５０ 

生徒

等 

１，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

９０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

９０ 

４，８

９０ 

８，２

６０ 

１／

２面 

平日 一般 １，５

６０ 

１，２

５０ 

１，２

５０ 

２，８

２０ 

２，８

１０ 

４，０

６０ 

２，５

００ 

５，３

２０ 

４，０

７０ 

６，８

８０ 

生徒

等 

７８

０ 

６２

０ 

６２

０ 

１，４

１０ 

１，４

００ 

２，０

２０ 

１，２

４０ 

２，６

５０ 

２，０

３０ 

３，４

３０ 

休日等 一般 １，８

７０ 

１，５

００ 

１，５

００ 

３，３

８０ 

３，３

７０ 

４，８

７０ 

３，０

００ 

６，３

８０ 

４，８

８０ 

８，２

５０ 

生徒

等 

９３

０ 

７５

０ 

７５

０ 

１，６

９０ 

１，６

８０ 

２，４

３０ 

１，５

００ 

３，１

９０ 

２，４

４０ 

４，１

２０ 

研

修

室 

全面 平日 １，０

４０ 

８３

０ 

８３

０ 

２，３

００ 

１，８

７０ 

２，７

００ 

１，６

６０ 

３，９

６０ 

３，１

３０ 

５，０

００ 

休日等 １，２ ９９ ９９２，７２，２３，２１，９４，７３，７５，９
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４０ ０ ０ ６０ ３０ ２０ ８０ ４０ ５０ ８０ 

１／

２面 

平日 ５１

０ 

４１

０ 

４１

０ 

１，１

５０ 

９２

０ 

１，３

３０ 

８２

０ 

１，９

７０ 

１，５

６０ 

２，４

８０ 

休日等 ６１

０ 

４９

０ 

４９

０ 

１，３

８０ 

１，１

００ 

１，５

９０ 

９８

０ 

２，３

６０ 

１，８

７０ 

２，９

７０ 

トレーニ

ング室 

平日 一般 １，２

５０ 

１，０

４０ 

１，０

４０ 

２，９

３０ 

２，２

９０ 

３，３

３０ 

２，０

８０ 

５，０

１０ 

３，９

７０ 

６，２

６０ 

生徒

等 

６２

０ 

５２

０ 

５２

０ 

１，４

６０ 

１，１

４０ 

１，６

６０ 

１，０

４０ 

２，５

００ 

１，９

８０ 

３，１

２０ 

休日等 一般 １，５

００ 

１，２

４０ 

１，２

４０ 

３，５

１０ 

２，７

４０ 

３，９

８０ 

２，４

８０ 

５，９

９０ 

４，７

５０ 

７，４

９０ 

生徒

等 

７５

０ 

６２

０ 

６２

０ 

１，７

５０ 

１，３

７０ 

１，９

９０ 

１，２

４０ 

２，９

９０ 

２，３

７０ 

３，７

４０ 

備考 

(1) この表において「休日等」とは、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日をい

う。以下同じ。 

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料その他これに類す

るもの（以下「入場料等」という。）を徴収するときは、当該使用区分に係る金額（以

下この項において「基本料金」という。）の２倍の額を徴収する。 

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴

収しないときは基本料金の７倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の１５

倍の額を徴収する。 

(4) この表において「生徒等」の区分は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用

する。以下同じ。 

ア １８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者が専ら使用する場

合 

イ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校（大学を除く。）

の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において使用する場合 

ウ 学校教育法第１２４条に規定する専修学校に在学する者又は同法第１３４条に

規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合 

(5) 冷暖房の実施期間中は、基本料金の４割の額（休日等の使用にあっては、当該使
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用施設の平日の使用区分において対応する時間帯における使用区分に係る金額の４

割の額）を加算する。 

(6) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。 

(7) 許可を得て、別表第１に規定する使用時間（以下「開館時間」という。）を超過

し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げて使用した時間１時

間（３０分以上１時間未満の時間は、１時間とみなす。）につき、基本料金（第２号

又は第３号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前２号の規定

を適用する場合にあっては当該各号に定める加算額を当該基本料金に加算した額と

する。）の１時間相当額（１０円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。）

を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用す

るときも、同様とする。 

２ 体育館共用（個人）使用料 

種別 区分 使用料 

一般 生徒等 

金岡公園体育館 

家原大池体育館

（トレーニング

室を除く。） 

原池公園体育館

（トレーニング

室を除く。） 

１人１種目１回 ２２０円 １１０円 

備考 「１回」とは、市長が共用の使用に供する時間として定める時間の区分をいう。 

３ 体育館附属設備等使用料 

（金岡公園体育館） 

（単位 円） 

種類 単位 使用料 

バスケットボール器具 １式 １回 ５１０ 

バレーボール器具 １式 １回 ３１０ 

バドミントン器具 １式 １回 １１０ 

インディアカ器具 １式 １回 ２２０ 

ソフトバレーボール器具 １式 １回 ２２０ 
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ハンドボール器具 １式 １回 ５１０ 

フットサル器具 １式 １回 ５１０ 

卓球器具 １式 １回 １１０ 

ソフトテニス器具 １式 １回 ３１０ 

卓球用フェンス １枚 １回 ３０ 

卓球用得点板 １台 １回 ５０ 

マイク １本 １回 ５１０ 

音響 １式 １回 １，０３０ 

放送設備 １式 １日 ３，１３０ 

液晶式得点表示板 １組 １回 １，５６０ 

タイムアウト要求器 １台 １回 ５１０ 

ファウル表示器 １式 １回 ５１０ 

バスケットショットタイマー １組 １回 ５１０ 

スポーツタイマー １台 １回 ５１０ 

ストップウォッチ １個 １回 １１０ 

レクリエーション器具 １式 １回 ２，０８０ 

得点板 １台 １回 １１０ 

審判台（バレーボール用） １台 １回 ２２０ 

審判台 １台 １回 １１０ 

移動ステージ １台 １回 １，０３０ 

演台 １台 １回 ５１０ 

バレーボール用線審旗 １組 １回 ５０ 

体操競技用用具 １式 １回 ６，２８０ 

ウレタンマット（厚） １枚 １回 ５１０ 

マット（長） １枚 １回 １１０ 

レスリングマット １式 １回 １，５６０ 

長机 １脚 １回 ５０ 

記録用机椅子 １組 １回 ５０ 

補助椅子 １脚 １回 ２０ 

フロアーシート １枚 １回 ５０ 



29/74 

トランポリン（練習用） １台 １回 １，０３０ 

移動観覧席 １式 １日 １０，４７０ 

バスケットボール用オフィシャル １式 １回 ５１０ 

コインロッカー １か所 ５０ 

（家原大池体育館） 

（単位 円） 

種類 単位 使用料 

バスケットボール器具 １式 １回 ５１０ 

バレーボール器具 １式 １回 ３１０ 

バドミントン器具 １式 １回 １１０ 

インディアカ器具 １式 １回 ２２０ 

ソフトバレーボール器具 １式 １回 ２２０ 

ハンドボール器具 １式 １回 ５１０ 

フットサル器具 １式 １回 ５１０ 

卓球器具 １式 １回 １１０ 

ソフトテニス器具 １式 １回 ３１０ 

硬式テニス器具 １式 １回 ５１０ 

卓球用フェンス １枚 １回 ３０ 

卓球用得点板 １台 １回 ５０ 

マイク １本 １回 ５１０ 

音響 １式 １回 １，０３０ 

放送設備 １式 １日 ３，１３０ 

電光得点表示板 １式 １回 １，０３０ 

ファウル表示器 １式 １回 ５１０ 

レクリエーション器具 １式 １回 ２，０８０ 

得点板 １台 １回 １１０ 

審判台（バレーボール用） １台 １回 ２２０ 

審判台 １台 １回 １１０ 

移動ステージ １台 １回 １，０３０ 

演台 １台 １回 ５１０ 
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バレーボール用線審旗 １組 １回 ５０ 

ウレタンマット（厚） １枚 １回 ５１０ 

ウレタンマット（薄） １枚 １回 ２２０ 

長机 １脚 １回 ５０ 

補助椅子 １脚 １回 ２０ 

綱引き １式 １回 ２，０８０ 

スポーツタイマー １組 １回 ５１０ 

ストップウォッチ １個 １回 １１０ 

トランポリン（練習用） １台 １回 １，０３０ 

コインロッカー １か所 １１０ 

（原池公園体育館） 

（単位 円） 

種類 単位 使用料 

バスケットボール器具 １式 １回 ５１０ 

バレーボール器具 １式 １回 ３１０ 

バドミントン器具 １式 １回 １１０ 

インディアカ器具 １式 １回 ２２０ 

ソフトバレーボール器具 １式 １回 ２２０ 

ハンドボール器具 １式 １回 ５１０ 

フットサル器具 １式 １回 ５１０ 

卓球器具 １式 １回 １１０ 

ソフトテニス器具 １式 １回 ３１０ 

硬式テニス器具 １式 １回 ５１０ 

アーチェリー器具 １式 １回 １，０３０ 

卓球用フェンス １枚 １回 ３０ 

卓球用得点板 １台 １回 ５０ 

マイク １本 １回 ５１０ 

音響 １式 １回 １，０３０ 

放送設備 １式 １日 ３，１３０ 

液晶式得点表示板 １組 １回 １，５６０ 
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タイムアウト要求器 １台 １回 ５１０ 

ファウル表示器 １式 １回 ５１０ 

レクリエーション器具 １式 １回 ２，０８０ 

得点板 １台 １回 １１０ 

審判台（バレーボール用） １台 １回 ２２０ 

審判台 １台 １回 １１０ 

バレーボール用線審旗 １組 １回 ５０ 

ウレタンマット（厚） １枚 １回 ５１０ 

マット（短） １枚 １回 ５０ 

長机 １脚 １回 ５０ 

補助椅子 １脚 １回 ２０ 

フロアーシート １枚 １回 ５０ 

移動柔道畳 １枚 １日 １０ 

バスケットショットタイマー １組 １回 ５１０ 

スポーツタイマー １台 １回 ５１０ 

ストップウォッチ １個 １回 １１０ 

バスケットボール用オフィシャル １式 １回 ５１０ 

コインロッカー １か所 ５０ 

備考 

(1) 長机５脚まで、補助椅子２０脚までは、使用料を徴収しない。 

(2) 移動観覧席については、アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が

入場料等を徴収するときは、当該使用料の２倍の額を、アマチュアスポーツ以外のも

のに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収しないときは、７倍の額を、使

用者が入場料等を徴収するときは、１５倍の額を徴収する。 

(3) 「１回」とは、午前（午前９時から正午まで）、午後（午後１時から午後５時ま

で）又は夜間（午後５時３０分から午後９時まで）のそれぞれの区分をいう。ただし、

午後１（午後１時から午後３時まで）及び午後２（午後３時から午後５時まで）の使

用についても、それぞれ「１回」とする。 

４ 体育館附属設備等使用料（セットで使用する場合） 

（金岡公園体育館） 
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（単位 円） 

種類 単位 使用料 内容 

バスケット

ボール器具 

練習用 １式 １回 ５１０ ゴール１組、得点板１台 

試合用 １式 １回 １，０３０ ゴール１組、得点板１台、オフィシャル１

式、ストップウォッチ２個 

バレーボー

ル器具 

練習用 １式 １回 ３１０ ポール・ネット１組、得点板１台 

試合用 １式 １回 ５１０ ポール・ネット１組、得点板１台、線審旗

１組、審判台１台、アンテナセット１組 

バドミント

ン器具 

練習用 １式 １回 ３１０ ポール・ネット４組 

試合用 １式 １回 １，０３０ ポール・ネット４組、審判台４台、得点板

４台、線審用椅子８台 

卓球器具 練習用 １式 １回 ５１０ 卓球台・ネット９組、スクリーン２０枚 

試合用 １式 １回 １，０３０ 卓球台・ネット９組、得点板９台、スクリ

ーン３０枚 

軟式庭球器具 １式 １回 ３１０ ポール・ネット１組、審判台１台 

ハンドボール器具 １式 １回 ５１０ ゴール１組、得点板１台 

（家原大池体育館・原池公園体育館） 

（単位 円） 

種類 単位 使用料 内容 

バスケット

ボール器具 

練習用 １式 １回 ５１０ ゴール１組、得点板１台 

試合用 １式 １回 １，０３０ ゴール１組、得点板１台、オフィシャル１

式、ストップウォッチ２個 

バレーボー

ル器具 

練習用 １式 １回 ３１０ ポール・ネット１組、得点板１台 

試合用 １式 １回 ５１０ ポール・ネット１組、得点板１台、線審旗

１組、審判台１台、アンテナセット１組 

バドミント

ン器具 

練習用 １式 １回 １１０ ポール・ネット１組 

試合用 １式 １回 ２２０ ポール・ネット１組、審判台１台、得点板

１台、線審用椅子２台 

卓球器具 練習用 １式 １回 １１０ 卓球台・ネット１組、スクリーン４枚 

試合用 １式 １回 ２２０ 卓球台・ネット１組、得点板１台、スクリ
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ーン６枚 

軟式庭球器具 １式 １回 ３１０ ポール・ネット１組、審判台１台 

硬式庭球器具 １式 １回 ５１０ ポール・ネット１組、審判台１台 

ハンドボール器具 １式 １回 ５１０ ゴール１組、得点板１台 

備考 「１回」とは、午前（午前９時から正午まで）、午後（午後１時から午後５時まで）

又は夜間（午後５時３０分から午後９時まで）のそれぞれの区分をいう。ただし、午後

１（午後１時から午後３時まで）及び午後２（午後３時から午後５時まで）の使用につ

いても、それぞれ「１回」とする。 

５ トレーニング室使用料（家原大池体育館・原池公園体育館） 

利用区分 単位 使用料 

全日定期利用 １人１月 月額 ４，７００円 

平日定期利用 １人１月 月額 ４，１８０円 

一時利用 １人１回（２時間） １，０３０円 

備考 

(1) 全日定期利用とは、休日等にも使用することができる定期利用をいう。 

(2) 平日定期利用とは、休日等を除く平日のみ使用することができる定期利用をいう。 

(3) 全日定期利用において、満６０歳以上の者が使用する場合においては、この表に

かかわらず、使用料を月額４，１１０円とする。 

別表第３（第１３条関係） 

（平２６規則８・全改、平２８規則１０３・令元規則５４・令元規則６０・令４規

則６９・一改） 

１ 陸上競技場専用（団体）使用料 

（単位 円） 

種別 利用区分 使用料 

午前 午後 全日 

９：００～１

２：００ 

１３：００～１

７：００ 

９：００～１

７：００ 

金岡公園陸上

競技場 

全面 平日 一般 １５，５００ ２０，９５０ ３６，４５０ 

生徒等 ７，７５０ １０，４７０ １８，２２０ 

休日等 一般 １８，６００ ２５，１４０ ４３，７４０ 
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生徒等 ９，３００ １２，５７０ ２１，８７０ 

トラッ

ク 

平日 一般 ５，２３０ ７，３３０ １２，５６０ 

生徒等 ２，６１０ ３，６６０ ６，２７０ 

休日等 一般 ６，２７０ ８，７９０ １５，０６０ 

生徒等 ３，１３０ ４，３９０ ７，５２０ 

備考 

(1) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するとき

は、当該使用区分に係る金額（以下この項において「基本料金」という。）の２倍の

額を徴収する。 

(2) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴

収しないときは基本料金の７倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の１５

倍の額を徴収する。 

(3) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。 

(4) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、

又は繰り上げて使用した時間１時間（３０分以上１時間未満の時間は、１時間とみな

す。）につき、基本料金（第１号又は第２号の規定を適用する場合にあっては当該各

号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を当該

基本料金に加算した額とする。）の１時間相当額（１０円未満の端数が生じるときは、

これを切り上げる。）を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、

又は繰り上げて使用するときも、同様とする。 

(5) 午後１時から午後３時まで又は午後３時から午後５時までの使用の場合は、午後

の区分の使用料の半額を徴収する。 

２ 陸上競技場共用（個人）使用料 

種別 区分 使用料 

一般 生徒等 

金岡公園陸上競技場 １人１種目１回 ２２０円 １１０円 

備考 「１回」とは、市長が共用の使用に供する時間として定める時間の区分をいう。 

３ 陸上競技場附属設備等使用料 

（単位 円） 

競技用具名 単位 使用料 

サッカー用具 一般用 １式 １日 １，０３０ 
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少年用 １式 １日 ６２０ 

ラグビー用具 １式 １日 １，０３０ 

アメリカンフットボール用具 １式 １日 １，０３０ 

陸上競技会用具 １式 １日 ２０，９５０ 

ストップウォッチ １個 １日 １１０ 

スターター台 １組 １日 １１０ 

スターター用拡声装置 １式 １日 ２，０８０ 

スターティングブロック １台 １日 １１０ 

周回表示器 １台 １日 １１０ 

ハードル １台 １日 １１０ 

３０００m障害物 １式 １日 １，４６０ 

コースナンバー標識 １組 １日 ８３０ 

走高跳用スタンド １組 １日 １１０ 

走高跳用高度計 １組 １日 １１０ 

棒高跳用スタンド １組 １日 １１０ 

棒高跳用高度計 １組 １日 １１０ 

走高跳用マット １組 １日 １，０３０ 

棒高跳用マット １組 １日 １，４６０ 

バー １本 １日 ２２０ 

バーあげ器 １組 １日 ４０ 

走幅跳、三段跳用距離標識 １組 １日 １１０ 

走幅跳、三段跳用距離測定器 １組 １日 ３１０ 

フィールド成績表示器 １台 １日 １１０ 

踏切板標識 １組 １日 １１０ 

投てき用角度表示器（リボンロッドを含む。） １組 １日 ２２０ 

フィールド用制限時間告知器 １台 １日 ４１０ 

フィールド、走幅跳、三段跳順位表示器 １台 １日 １１０ 

投てき距離標識 １式 １日 ５１０ 

槍、砲丸、ハンマー、円盤各置台 １台 １日 １１０ 

砲丸 １個 １日 １１０ 
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円盤 １個 １日 １１０ 

槍 １本 １日 ３１０ 

ハンマー １個 １日 １１０ 

気象計 １台 １日 ２２０ 

出発合図用黒板 １枚 １日 １１０ 

記録標識 １台 １日 １１０ 

ベスト８表示器 １台 １日 １１０ 

バトン １本 １日 ４０ 

ピストル １丁 １日 １１０ 

風向風速計 １台 １日 ３１０ 

黒板 １台 １日 １１０ 

風力速報表示器 １台 １日 １１０ 

抽選器 １台 １日 １１０ 

決勝柱 １組 １日 １１０ 

役員用胸章 １式 １日 １，４６０ 

フィールド位置表示器 １台 １日 ４０ 

雨天記録装置覆い １式 １日 ８３０ 

ビーチパラソル １本 １日 １１０ 

テント １張 １日 ２２０ 

各種旗 １本 １日 ４０ 

役員席用長机 １脚 １日 １１０ 

役員席用椅子 １脚 １日 ４０ 

記録用小机 １脚 １日 ８０ 

記録用椅子 １脚 １日 ４０ 

選手用長椅子 １脚 １日 １１０ 

はかり １台 １日 １１０ 

ペッグ １式 １日 １１０ 

監察員用腰掛 １脚 １日 ４０ 

放送設備 １式 １日 ３，１３０ 

リボンロッド（３０m、５０m、１００m） １本 １日 １１０ 
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タイマーシステム １組 １日 ３１０ 

スーパーストップウォッチ １組 １日 ８３０ 

マイク １本 １日 １，０３０ 

写真判定装置 １式 １日 １８，８５０ 

備考 

(1) 長机５脚まで、補助椅子２０脚までは、使用料を徴収しない。 

(2) 「１日」とは、午前９時から午後５時までとする。 

(3) 上記以外の附属設備等使用料については、市長が別に定める。 

別表第４（第１３条関係） 

（平２６規則８・全改、平２８規則１０３・令元規則５４・令元規則６０・令４規

則６９・一改） 

１ 野球場使用料 

（原池公園野球場以外の野球場） 

（単位 円） 

種別 区分 使用料 

午前９時

まで 

午前９時

から午前

１１時ま

で 

午前１１

時から午

後１時ま

で 

午後１時

から午後

３時まで 

午後３時

から午後

５時まで 

午後５時

から午後

６時まで 

午後５時

から午後

７時まで 

大浜公園

野球場 

A面 一般 １，２５

０ 

２，５０

０ 

２，５０

０ 

２，５０

０ 

２，５０

０ 

１，２５

０ 

２，５０

０ 

生徒

等 

６２０ １，２５

０ 

１，２５

０ 

１，２５

０ 

１，２５

０ 

６２０ １，２５

０ 

B面 一般 １，０３

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

１，０３

０ 

２，０６

０ 

生徒

等 

５１０ １，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

５１０ １，０３

０ 

金岡公園

野球場 

１

面 

一般 １，０３

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

 ２，０６

０ 

生徒

等 

５１０ １，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 
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三宝公園

野球場 

１

面 

一般 １，０３

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

 ２，０６

０ 

生徒

等 

５１０ １，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

浅香山公

園野球場 

１

面 

一般 ６２０ １，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

 １，２４

０ 

生徒

等 

３１０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ 

白鷺公園

野球場 

１

面 

一般 １，０３

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

２，０６

０ 

 ２，０６

０ 

生徒

等 

５１０ １，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

１，０３

０ 

（原池公園野球場） 

（単位 円） 

種別 区分 使用料 

午前９時

から午前

１１時ま

で 

午前１１

時から午

後１時ま

で 

午後１時

から午後

３時まで 

午後３時

から午後

５時まで 

午後５時

から午後

７時まで 

午後７時か

ら午後９時

まで 

原池

公園

野球

場 

グラウ

ンド 

１

面 

一般 １７，２０

０ 

１７，２０

０ 

１７，２０

０ 

１７，２０

０ 

１７，２０

０ 

１７，２０

０ 

生徒

等 

８，６００ ８，６００ ８，６００ ８，６００ ８，６００ ８，６００ 

屋内練

習場 

１室 １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ 

屋内ブ

ルペン 

１室 １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ １，４００ 

１／２室 ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ ７００ 

会議室 １室 ８００ ８００ ８００ ８００ ８００ ８００ 

更衣室 １室 ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ ２００ 

備考 
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(1) 原池公園野球場の休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額（以下この項にお

いて「基本料金」という。）に１．２を乗じて得た額とする。 

(2) 原池公園野球場のグラウンドに係る使用において、使用者が入場料等を徴収する

ときは、グラウンドに係る基本料金（前号に該当する場合にあっては、同号の額）の

２倍の額を徴収する。 

(3) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。 

(4) 許可を得て、使用時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、

又は繰り上げて使用した時間１時間（３０分以上１時間未満の時間は、１時間とみな

す。）につき、基本料金（第１号又は第２号の規定を適用する場合にあっては当該各

号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を当該

基本料金に加算した額とする。）の１時間相当額（１０円未満の端数が生じるときは、

これを切り上げる。）を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、

又は繰り上げて使用するときも、同様とする。 

２ 野球場附属設備等使用料 

（原池公園野球場） 

（単位 円） 

種類 単位 使用料 

放送設備 １式 １時間 ９５０ 

スコアボード １式 １時間 １，３００ 

照明 １式 １時間 全点灯 ９，１００ 

１時間 ６割点灯 ５，４６０ 

ピッチングマシン １式 １時間 ２５０ 

貸しロッカー １か所 １日 ５００ 

備考 

(1) 原池公園野球場附属設備等の休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額に１．

２を乗じて得た額とする。 

(2) 「１日」とは、午前９時から翌日午前９時までとする。 

別表第５（第１３条関係） 

（平２５規則９２・全改、平２６規則８・平２８規則１０３・令元規則６０・令３

規則１１１・令４規則６９・一改） 

１ スケートボードパーク専用（団体）使用料 
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種別 区分 使用料 

原池公園スケートボードパーク 全日 ５２，３７０円 

備考 

(1) 休日等の使用料は、当該使用区分に係る金額（以下この項において「基本料金」

という。）に１．２を乗じて得た額とする。 

(2) アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料等を徴収するとき

は、基本料金（休日等に使用する場合にあっては、前号の額。次号において同じ。）

の２倍の額を徴収する。 

(3) アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が入場料等を徴

収しないときは基本料金の７倍、使用者が入場料等を徴収するときは基本料金の１５

倍の額を徴収する。 

(4) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。 

(5) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、

又は繰り上げて使用した時間１時間（３０分以上１時間未満の時間は、１時間とみな

す。）につき基本料金（第１号から第３号までの規定を適用する場合にあっては当該

各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を当

該基本料金に加算した額とする。）の１時間相当額（１０円未満の端数が生じるとき

は、これを切り上げる。）を徴収する。 

２ スケートボードパーク共用（個人）使用料 

種別 区分 使用料 

大人 小人 入場のみ 

原池公園スケートボー

ドパーク 

１人１回 ５１０円 ３１０円 ２００円 

備考 

１ 「１回」とは、市長が共用の使用に供する時間として定める時間の区分をいう。 

２ 「小人」とは、５歳以上の小学校就学前の子ども並びに小学生及び中学生をいう。 

別表第６（第１３条関係） 

（平２６規則８・全改、平２８規則１０３・令元規則６０・一改） 

１ テニスコート使用料 

（単位 円） 

種別 区 使用料 
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分 午前８時

から午前

９時まで 

午前９時

から午前

１１時ま

で 

午前１１

時から午

後１時ま

で 

午後１時

から午後

３時まで 

午後３時

から午後

５時まで 

午後５時

から午後

７時まで 

午後７時

から午後

９時まで 

金岡公園 

テニスコー

ト 

１

面 

一

般 

６２０ １，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

生

徒

等 

３１０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ 

土居川公園 

テニスコー

ト 

１

面 

一

般 

３１０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０  

生

徒

等 

１５０ ３１０ ３１０ ３１０ ３１０ ３１０ 

大浜公園 

テニスコー

ト 

１

面 

一

般 

６２０ １，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

１，２４

０ 

生

徒

等 

３１０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ ６２０ 

備考 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又

は繰り上げて使用した時間１時間（３０分以上１時間未満の時間は、１時間とみなす。）

につき、当該使用区分に係る金額の１時間相当額（１０円未満の端数が生じるときは、

これを切り上げる。）を徴収する。 

２ テニスコート附属設備等使用料 

種類 単位 使用料 

照明設備 １時間 １６０円 

別表第７（第１３条関係） 

（平２６規則８・全改、平３０規則４４・令元規則６０・令２規則７０・一改） 

１ プール使用料 

種別 区分 使用料 
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大人 小人（小中学生） 

大浜公園プール １人１回 ３３０円 １１０円 

金岡公園プール １人１回 ３３０円 １１０円 

原山公園プール １人１回 ９１０円 （中学生）５００円 

（小学生）３００円 

備考 

(1) 就学の始期に達しない者については、同伴者のあるときは、無料とする。 

(2) 団体については、次の表のとおり割引を行う。 

区分 割引率 

３０人以上１００人未満 ２割引 

１００人以上 ２．５割引 

２ プール附属設備等使用料 

（大浜公園プール及び金岡公園プール） 

種別 単位 使用料 

貸しロッカー １回 ５０円 

（原山公園プール） 

種別 単位 使用料 

貸しロッカー １回 １００円 

別表第８（第１３条関係） 

（平２６規則８・全改、平２８規則１０３・令元規則６０・令４規則６９・一改） 

１ 相撲場使用料 

（単位 円） 

種別 区分 使用料 

午前９時から

正午まで 

正午から午後

５時まで 

午後５時から午

後９時まで 

午前９時から午

後９時まで 

大浜公園相

撲場 

相撲競技 

（職業相撲を

除く。） 

３，７６０ ６，２８０ ８，８００ １８，８４０ 

集会 ７，５３０ １２，５６０ １７，６００ ３７，６９０ 

その他 ５０，２８０ ７５，４３０ １００，５６０ ２２６，２７０ 
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備考 

(1) 生徒等が使用するときは、当該使用区分に係る金額（以下この項において「基本

料金」という。）の半額を徴収する。 

(2) 使用者が入場料等を徴収するときは、基本料金の２倍の額を徴収する。 

(3) 特別に電気その他を使用するときは、実費として市長が算定する額を徴収する。 

(4) 許可を得て、開館時間を超過し、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、

又は繰り上げて使用した時間１時間（３０分以上１時間未満の時間は、１時間とみな

す。）につき基本料金（第１号又は第２号の規定を適用する場合にあっては当該各号

に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては同号に定める加算額を当該基

本料金に加算した額とする。）の１時間相当額（１０円未満の端数が生じるときは、

これを切り上げる。）を徴収する。許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、

又は繰り上げて使用するときも、同様とする。 

２ 相撲場附属設備等使用料 

種別 単位 使用料 

放送設備 １日 ３，１３０円 

照明設備 １時間 ４１０円 

別表第９(第１３条関係) 

（平３規則３２・一改、平２３規則１０２・旧別表第８繰下、平２４規則８８・平

２６規則８・平２８規則１０３・平３０規則６８・令元規則６０・一改） 

１ 日本庭園入園料 

種別 区分 使用料 

大人 小人（小中学生） 

大仙公園日本庭園 １人１回 ２２０円 １１０円 

１人１年 １，０３０円 ５１０円 

備考 

(1) 市長は、必要があると認めるときは、日本庭園を無料で公開することができる。 

(2) １人１回の使用料について、次のいずれかに該当する者は、無料とする。 

ア 小学校就学の始期に達しない者であって、同伴者があるもの 

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により身

体障害者手帳の交付を受けている者（介護者を必要とするときは、当該介護者（１

人に限る。）を含む。） 
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ウ 療育手帳制度について（昭和４８年９月２７日付け厚生省発児第１５６号厚生事

務次官通知）に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者（介

護者を必要とするときは、当該介護者（１人に限る。）を含む。） 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者（介護者を必

要とするときは、当該介護者（１人に限る。）を含む。） 

オ 本市の区域内に住所を有する６５歳以上の者 

カ 教員の引率のもとに学校教育上の目的で入園する生徒等 

キ 和室の利用者。ただし、３０人を限度とする。 

(3) １人１回の使用料について、団体は、次の表のとおり割引を行う。 

区分 割引率 

３０人以上 ２割引 

２ 日本庭園和室使用料 

種別 使用料 

午前９時３０分から正

午まで 

午後１時から午後

５時まで 

午前９時３０分から午

後５時まで 

大仙公園日本庭園和室 ７，８５０円 １０，４７０円 ２０，９５０円 

備考 使用者が入場料等を徴収するときは、当該使用区分に係る金額の２倍の額を徴収す

る。 

別表第１０（第１３条関係） 

（令２規則７０・追加） 

多目的スペース使用料 

種別 使用料 

午前９時から午前

１１時まで 

午前１１時から午

後１時まで 

午後１時から午後

３時まで 

午後３時から午後

５時まで 

原山公園多目的

スペース 

２，４４０円 ２，４４０円 ２，４４０円 ２，４４０円 

別表第１１（第１３条関係） 

（令２規則７０・追加） 

１ 屋内施設共用（個人）使用料 

種別 区分 使用料 
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原山公園屋内

施設 

プール（プログラムレッスンを

除く。以下この表において同

じ。） 

１人１回 ６２０円 

トレーニング室（プログラムレ

ッスンを除く。以下この表にお

いて同じ。） 

１人１回 １，０３０円 

プール及びトレーニング室 １人１月 ７，３３０円 

プール、トレーニング室及びプ

ログラムレッスン 

１人１回 ２，５００円 

１人１月 ９，４２０円 

備考 この表において「プログラムレッスン」とは、原山公園屋内施設（プール、トレー

ニング室又はスタジオ）において実施されるレッスンの受講に係る屋内施設の使用をい

う。 

２ 屋内施設専用（団体）使用料 

種別 区分 使用料 

原山公園屋内

施設 

スタジオ １室１時間 ５１０円 

別表第１２（第１３条関係） 

（令２規則７０・追加） 

駐車場使用料 

種別 区分 使用料 

原山公園駐車場 １台１時間 ３００円 

別表第１３（第１３条関係） 

（平９規則１７・平２３規則８５・一改、平２３規則１０２・旧別表第９繰下、平

２８規則１０３・平３０規則４４・一改、令２規則７０・旧別表第１０繰下） 

有料施設のその他の使用料 

区分 使用料 

使用面積１０平方メートルにつき全日 ２３円 

備考 使用者が入場料等を徴収するときは、使用料の２倍の額を徴収する。 
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様式第１号（甲）（第２条関係） 

（令２規則１１３・全改、令４規則６９・一改） 

様式第１号（乙）（第２条関係） 

（令元規則６０・全改） 

様式第２号（甲）（第３条関係） 

（令２規則１１３・全改、令４規則６９・一改） 

様式第２号（乙）（第３条関係） 

（令元規則６０・全改） 

様式第３号（甲）（第３条関係） 

（令２規則１１３・全改、令４規則６９・一改） 

様式第３号（乙）（第３条関係） 

（令元規則６０・全改） 

様式第４号（甲）（第３条関係） 

（令２規則１１３・全改、令４規則６９・一改） 

様式第４号（乙）（第３条関係） 

（令元規則６０・全改） 

様式第５号（甲）（第３条関係） 

（令２規則１１３・全改、令４規則６９・一改） 

様式第５号（乙）（第３条関係） 

（令元規則６０・全改） 

様式第６号（甲）（第８条関係） 

（令４規則６９・全改） 

様式第６号（乙）（第８条関係） 

（平２２規則３５・旧様式第８号（乙）一改・繰上、平２３規則４３・平３０規則

４４・令４規則６９・一改） 

様式第７号（甲）（第８条関係） 

（平２２規則３５・旧様式第９号（甲）繰上、平２３規則１０２・一改） 

様式第７号（乙）（第８条関係） 

（平２２規則３５・旧様式第９号（乙）繰上、平２３規則１０２・一改） 

様式第７号（丙）（第８条関係） 

（平２３規則１０２・追加、平３０規則４４・一改） 
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様式第７号（丁）（第８条関係） 

（平２２規則３５・旧様式第９号（丙）繰上、平２３規則１０２・旧様式第７号（丙）

繰下） 

様式第７号（戊）（第８条関係） 

（平２２規則３５・旧様式第９号（丁）繰上、平２３規則１０２・旧様式第７号（丁）

繰下） 

様式第７号(己)（第８条関係） 

（平２４規則８８・追加） 

様式第７号（庚）（第８条関係） 

（令２規則７０・追加） 

様式第８号（第１４条関係） 

（令２規則１１３・全改、令４規則６９・一改） 

様式第９号（第１５条関係） 

（令２規則１１３・全改） 

様式第１０号（第１５条関係） 

（令２規則１１３・全改） 

様式第１１号（第１８条関係） 

（令２規則１１３・全改、令４規則６９・一改） 

様式第１２号（第１９条関係） 

（平１８規則７８・追加、平２２規則３５・旧様式第１４号繰上、平２３規則１０

２・一改） 

様式第１３号（第１９条関係） 

（令２規則１１３・全改） 

様式第１４号（第２０条関係） 

（令２規則１１３・全改、令４規則６９・一改） 

様式第１５号（第２１条関係） 

（平２５規則９２・全改、平３０規則４４・一改） 

 


